
合併公告 

 

平成 29年１月 31日 

 

株主及び債権者各位 

千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 

株式会社マイスターエンジニアリング 

代表取締役社長 山形 俊樹 

 

 当社は、平成 29年１月 30日開催の取締役会において、平成 29年４月１日を効力発生日

として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ウイズミー（本店所在地 東京

都品川区西五反田七丁目 19番１号）を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしま

したので、下記のとおり公告いたします。 

なお、当社は会社法第 796条第２項、株式会社ウイズミーは同第 784条第１項に基づき、

株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。また、当社は株式会社ウイズミー

の全株式を所有していますので、この合併による当社の新株式の発行及び資本金の額の増

加はいたしません。 

 

記 

 
1. この合併に反対の株主は、会社法第 796条第３項の規定に基づき、本公告掲載の日から

２週間以内に書面によりその旨をお申し出ください。 

 

2. この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。 

 （当社） 

金融商品取引法による有価証券報告書提出済 

 

（株式会社ウイズミー）

代表取締役　三宮 幸一

貸借対照表の要旨

金　　額

流　動　資　産 26,296

固　定　資　産 0

合　　計 26,296

流　動　負　債 437

株　主　資　本 25,858

資　　本　　金 50,000

利 益 剰 余 金 △ 24,141

その他利益剰余金 △ 24,241

（うち当期純損失) (3,150)

合　　計 26,296

第10期決算公告

純
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東京都品川区西五反田七丁目19番１号

株式会社ウイズミー

（平成28年3月31日現在）　　　　　　　　　    　（単位：千円） 

科　　　　目

 

 

 

 

以上 


